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引上げ分の地方消費税の使途について 

 

 

引上げ分の地方消費税収（予算科目：地方消費税交付金）については、消費税法第１条第

２項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充当することとされていることから、

本村では次のとおりとしています。 

 

 

当初予算計上額 

〔歳入〕 

 引上げ分の地方消費税交付金 90,000 千円 

〔歳出〕 

（単位：千円） 

（款） （項） （目） 予算額 

財源内訳 

特定財源 

一般財源 

引上げ分の地方

消費税交付金 
その他 

民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 41,974 4,845 25,800 11,329 

民生費 社会福祉費 障害者福祉費 259,365 182,319 53,500 23,546 

民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 21,141 6,786 9,900 4,455 

民生費 児童福祉費 母子父子福祉費 2,314 1,156 800 358 

 

 

 


